
変更要旨

　

令和４年度岩手県水防計画（案）　変更要旨及び変更対照表

※本変更対照表には、主なものを抜粋して記載しています。（誤字・脱字や所在地・連絡先等の経常的な変更は除く）
※変更後の追記・修正箇所は赤字記載しております。

１　図表3-1 重要水防箇所評定基準（国管理）
　　　国の重要水防箇所評定基準の更新（※県の重要水防箇所評定基準は変更無し）
　　　◇水防計画案：ｐ35～36
　　　◇変更対照表：ｐ2～3

２　図表3-2 重要水防箇所調書（国管理）
　　　国の重要水防箇所評定基準の更新に伴う更新
　　　◇水防計画案：p37～73
　　　◇変更対照表：p4

３　図表4-8　岩手県知事が行う水防警報
　　水位周知河川等の区間分割、新規指定及び水位計移設に伴う更新
　　◇水防計画案：p143～148
　　◇変更対照表：p5～7

４　図表4-9　県水防警報連絡系統図
　　内容更新及び水位周知河川等新規指定に伴う追加
　　◇水防計画案：p149～169
　　◇変更対照表：p8～10

５　図表5-4　水位の観測箇所一覧表
　　水位計の新設及び水位周知河川等新規指定に伴う内容更新
　　◇水防計画案：p208～222
　　◇変更対照表：p11～14

６　　図表7-1　岩手県内ダム施設一覧表
　　　簗川ダム完成に伴う更新等
　　　◇水防計画案：p241～242
　　　◇変更対照表：p15～16

７　　図表7-2堰堤門扉連絡系統図
　　　簗川ダム完成に伴う追加等
　　◇水防計画案：p243～261
　　◇変更対照表：p17

８　図表16-1　浸水想定区域指定・公表河川一覧
　　　洪水浸水想定区域新規指定に伴う更新
　　　◇水防計画案：p333
　　　◇変更対照表：p18

９　その他（※次ページ以降の変更対照表では記載を省略、水防計画案の頁を記載）
　　以下について、時点修正等の軽微な変更を行った。

（１）本文（第１章総則-1.2用語の定義）⇒p5
　　　※令和３年５月災害対策基本法改正に伴う内容更新
（２）本文（第６章気象等予報・警報の情報収集）⇒p12
　　　※気象庁及び国交省HP改修に伴うURL更新
（３）本文（第７章ダム・水門等の操作）⇒p13
　　　※治水協定に伴う事前放流の文言追加等
（４）図表2-1 市町村別消防団（水防団）員数 ⇒p34
      ※時点更新
（５）図表3-3 県管理の重要水防箇所調書の時点更新 ⇒p76～115
　　　※小烏瀬川河川改修等に伴う更新
（６）図表4-1 気象予警報　※警報発令基準の時点更新等 ⇒p116～134
　　　※キキクル運用開始に伴う内容更新
　　　※長期地震動に関する観測情報の追加
　　　※火山状況に関する解説情報、噴火に関する火山観測情報の追加
　　　※大雨・洪水警報、大雨・洪水注意報の時点更新等
（７）図表4-2 水防上必要な気象予報・警報の伝達系統図 ⇒p135
　　　※気象台、総務省・NHK間の専用回線使用に伴う更新
（８）図表4-3 北上川上流、雫石川、猿ケ石川洪水予報 ⇒p136
　　　※氾濫警戒情報発表基準の更新等
（８）図表4-5 北上川上流、雫石川、猿ケ石川洪水予報の伝達系統図 ⇒p138
　　　※気象台、NHK間の専用回線使用に伴う更新
（９）図表4-7 北上川上流水防警報の伝達系統図 ⇒p141
    　※連絡先等の時点更新
（10）図表5-1 雨量の観測箇所一覧 ⇒p170
    　※施設の廃止・設置に伴う更新
（11）図表5-3 雨量、水位観測所連絡系統図 ⇒p189～207
　　　※施設の廃止・設置、連絡先変更に伴う更新
（12）図表5-5 危機管理型水位計による水位の観測箇所一覧 ⇒p234
      ※摂待川に危機管理型水位計を新設したことに伴う更新
（12）図表8-1 水防関係機関電話番号一覧 ⇒p278～286
    　※連絡先の時点更新
（13）図表9-1 県有水防倉庫の水防用備蓄器具資材一覧表 ⇒p287～289
    　※保有器具資材の時点更新
（14）図表9-2 水防管理団体の水防備蓄器具、資材一覧表 ⇒p291～296
    　※保有器具資材の時点更新
（15）図表10-2 岩手県災害対策本部設置（廃止）基準及び体制 ⇒p300～301
    　※文言の適正化に伴う更新
（16）参考２水防法 ⇒p343～366
    　※令和３年７月に水防法が改正されたことに伴う更新
（17）参考８砂防指定地指定表 ⇒ｐ376～385
    　※新規指定に伴う時点更新

資料１



図表3-1　重要水防箇所評定基準（国管理）(P35～ｐ36)

【解説】

P35 変更前 変更後

※県の重要水防箇所評定基準は上記から変更なし（国のみ変更）

（１）国の重要水防箇所評定基準の改定（※県の重要水防箇所評定基準は変更無し）
◆改定内容
　従来の評定基準では、重要水防箇所の種別を①堤防高（流下能力）、②堤防断面、③法崩れ・すべり、④漏
水、⑤水衝・洗堀、⑥工作物、⑦工事施工、⑧新堤防・破堤跡・旧川跡、⑨陸閘の９種に分けており、種別毎に
水防上最も重要な区間を「重要度A」、水防上重要な区間を「重要度B」、水防上注意を要する区間を「要注意区
間」としてランク分けを行っている。

①堤防高（流下能力）については、計画洪水流量に達する洪水が起きた時、川の水が現在の堤防を超える箇所
をA区間、堤防を超えないが余裕高に足りないところをB区間としているが、改定により種別が「越水（溢水）」と
なった。

②堤防断面、③法崩れ・すべり、④漏水の３項目に分かれていた浸透に関する評定基準が「堤体漏水」及び
「基礎地盤漏水」の2項目に変更された。
⇒「堤体漏水」については、堤防の機能に支障が生じる変状履歴の有無、堤防脆弱性指標、滑り破壊に
対する安全性の照査の結果等により評定するものとしたもの。
※従来の評定基準では、堤体からの漏水の可能性は被災履歴のみによる評価となっており、堤体の湿潤
化については評価出来ていないため、堤体の湿潤化や堤体からの漏水について評価する指標を取り入れ
たもの。

⇒「基礎地盤漏水」については、堤防の機能に支障が生じる変状履歴の有無、基礎地盤のパイピング破壊に対す
る安全性照査の結果等により評定するものとしている。
※従来の「漏水」の指標を引き続き採用しているため、考え方に大きな違いは無い。

参考図：浸透による堤防の変状進行過程



図表3-1　重要水防箇所調書（国管理）(P35～ｐ36)

【解説】

P36 変更前 変更後

※県の重要水防箇所評定基準は上記から変更なし（国のみ変更）

⑤水衝・洗堀、⑥工作物、⑦工事施工、⑧新堤防・破堤跡・旧川跡、⑨陸閘については従前と考え方は変わら
ない。

◆参考：「重要水防箇所」とは
　洪水時に危険が予測され、重点的な巡視点検が必要な箇所のこと。
　洪水時の越流や破堤を未然に防ぐため、水防団は、洪水時には堤防点検を実施し、必要に応じて土のうを積
むなどの水防活動を実施することにより堤防を守るが、堤防の区間は非常に長いことから、堤防の高さや幅、過
去の漏水被害などの実績を踏まえ、あらかじめ水防上重要な区間を定め、より効率的に堤防の点検を行ってい
る。



図表3-2　重要水防箇所調書（国管理）(P37～73)

【解説】
（１）国の重要水防箇所評定基準の更新による調書の更新
　重要水防箇所調書について、従来は国と県を同一の様式で掲載していたが、国と県の重要水防箇所評定基
準が異なることとなったため、それぞれ別の様式で掲載することとした。
　また基準変更により、重要水防箇所延長・施設数が変わった。

P37 変更前 変更後

P38～P73　同内容の修正



図表4-8　県水防警報一覧（P143～P148)

【解説】

P145 変更前 変更後

◆参考：水位周知区間及び基準水位の設定方法について

①使用する水位計で水位周知出来る区間（受持ち区間）を、支川の流入量・流下時間等から決定する。
②受持ち区間内に１か所危険個所（区間内で一番初めに氾濫が開始する箇所で背後地に住家等がある箇所）を
設定する。
③危険個所で氾濫開始する水位を、水位計設置個所の水位に換算する。（氾濫開始相当水位）
④氾濫開始相当水位から、リードタイムとして1時間で上昇すると見込まれる水位（避難時間等を勘案）を引き去
り、氾濫危険水位を設定する。
⑤氾濫危険水位からリードタイムとして1時間又は30分で上昇すると見込まれる水位を引き去り、避難判断水位を
設定する。

（１）一級河川衣川の水位周知河川等の区間分割について
　水位周知河川及び水防警報河川（以下「水位周知河川等」という。）である一級河川衣川について、受持ち区
間内に、奥州市区間（上流）と平泉区間（下流）が存在している。
　しかしながら、受持ち区間の延長が長いことから、精度向上等を目的に、令和４年３月に水位周知区間を衣川
（下流）と衣川（上流）に分割することとしたため、基準水位等が変更となったことから、記載内容を更新する。

（２）二級河川安家川の基準水位見直しについて
　水位周知河川である二級河川安家川について、河川改修工事により水位計を移設したことから、基準水位を
見直し、観測所の名称を変更したため、記載内容を更新する。



図表4-8　県水防警報一覧（P143～P148)

P146 変更前 変更後



図表4-8　県水防警報一覧（P143～P148)

【解説】
（１）水位周知河川等の新規指定について
　令和４年３月２２日付で岩崎川、小烏瀬川、刈屋川、長沢川を水位周知河川として新規指定したため、追記す
る。

P147 変更前 変更後

P148

（２）二級河川大川の水位周知河川等の基準水位見直しについて
　二級河川大川について、危険個所を実情に合わせて再選定したことにより、令和４年３月に基準水位を見直した
ため、記載内容を更新する。



図表4-9　岩手県知事が行う水防警報　伝達警報図（P149～P169）

【解説】

P149 変更前 変更後

～

P169

同内容の修正

（１）報道機関への情報提供について
　今まで報道機関への情報提供を、「水防団待機水位」超過時から行っていたが、以下のとおり検討し
た結果、今後は避難判断水位超過時から情報提供する。
①水防法上、水位周知河川（避難判断水位及び氾濫危険水位）は、報道機関の協力を求めて住民に周知
することとなっていること。
②大規模な出水の際には、水防団待機水位以上で情報提供した場合に、多数の河川で基準水位超過する
ことが想定され、水位超過情報が乱立し、避難判断水位以上の重要な情報が埋もれてしまう可能性があ
る。

（２）盛岡地方気象台への情報提供について
　今まで盛岡地方気象台への情報提供を、「避難判断水位」超過時から行っていたが、以下のとおり検討した結
果、今後は水防団待機水位超過時から情報提供とする。
①水防警報河川（水防団待機水位、氾濫注意水位）については、関係水防管理者等に通知することと
なっていること。

（３）その他
　組織改編等による更新

◆参考：水位周知河川及び水防警報河川について

（１）水位周知河川について（水防法第13 条第２項）
河川管理者は、河川の水位が避難判断水位及び氾濫危険水位に達したとき、水防管理者等に河川水位を通知
し、必要に応じて報道機関の協力を求めて一般に周知する。

（２）水防警報河川について（水防法第16 条）
河川管理者は、河川の水位が水防団待機水位及び氾濫注意水位に達したとき、水防管理者等に、水防団及び
消防機関の活動の目安として、水防警報を発令する。



図表4-9　岩手県知事が行う水防警報　伝達警報図（P149～P169）

【解説】
（１）水位周知河川等の新規指定について
　令和４年３月２２日付で長沢川、刈屋川、岩崎川を水位周知河川に指定したことから、当該河川の連絡系統図
を更新・追加する。

P152 変更前 変更後

P158



図表4-9　岩手県知事が行う水防警報　伝達警報図（P149～P169）

【解説】
（１）水位周知河川等の新規指定に伴う連絡系統図の更新について
　令和４年３月２２日付で小烏瀬川を水位周知河川等に指定したことから、当該河川の連絡系統図を更
新する。

（２水位周知河川等の受持ち区間分割に伴う連絡系統図の更新について
　水位周知河川等である一級河川衣川について、前記したとおり、令和４年３月に水位周知区間を衣川
（下流）と衣川（上流）に分割し、水位周知することとしたため、連絡系統図を更新する。

P164 変更前 変更後

P160



図表5-4　（01総括表）水位の観測箇所一覧(P208)

【解説】
（１）水位計の新設に伴う内容更新
　令和４年３月に田代川（宮古土木センター管内）及び川尻川（県北土木広域振興局土木部管内）に水位計を
新設したことから内容更新した。

P208 変更前 変更後



図表5-4　（02管内別）水位の観測箇所一覧表　(P209～P223)

【解説】
（１）水位周知河川等新規指定に伴う内容更新
　令和４年３月２２日付で岩崎川、小烏瀬川、刈屋川、長沢川を水位周知河川等として新規指定したた
め、基準水位等を記載した。

（２）水位周知河川等の区間分割にに伴う内容更新
　水位周知河川等である一級河川衣川について、前記したとおり、令和４年３月に水位周知区間を衣川
（下流）と衣川（上流）に分割したため、基準水位等を更新した。

P209 変更前 変更後

P213



図表5-4　（02管内別）水位の観測箇所一覧表　(P209～P223)

【解説】
（１）水位周知河川等新規指定に伴う内容更新
　令和４年３月２２日付で岩崎川、小烏瀬川、刈屋川、長沢川を水位周知河川等として新規指定したた
め、基準水位等を記載した。

（２）水位周知河川等の基準水位の変更に伴う内容更新
　水位周知河川等である二級河川大川について、前記したとおり、令和４年３月に基準水位を変更した
ため、内容更新した。

P215 変更前 変更後

P217



図表5-4　（02管内別）水位の観測箇所一覧表　(P209～P223)

【解説】
（１）水位計の新設に伴う内容更新
　令和４年３月に田代川（宮古土木センター管内）及び川尻川（県北土木広域振興局土木部管内）に水
位計を新設したことから内容更新した。

（２）水位計の移設に伴う内容更新
　令和４年３月に、河川改修工事の影響で、安家川日蔭水位観測所を移設したことから、内容更新した。

P219 変更前 変更後

P220

P221



図表7-1　岩手県内ダム施設一覧表(P241～242)

【解説】

P241 変更前 変更後

（１）簗川ダムが完成したことによる更新
　簗川ダム及び簗川発電所では、令和２年10月２日より試験湛水を開始し、令和３年４月29日に試験湛
水を終了し、令和３年7月に本格運用を開始した。
　簗川ダムの完成により洪水調節・流水の維持・水道用水の確保・水力発電の効果が発現される。

◆参考：簗川ダム及び簗川発電所建設事業　工事概要
（１）工事内容
　・簗川ダム（重力式コンクリートダム　堤高77.2ｍ　堤頂長242.7ｍ　総貯水容量　1,910万m3）
　・簗川発電所（水力発電所　最大出力1,900kW　最大使用水量4.8m3/s）
（２）目的
　洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用水の供給（盛岡市：4,300m3/日、矢巾町：700m3/日）、
発電（最大出力1,900kW）



図表7-1　岩手県内ダム施設一覧表(P241～242)

【解説】

P242 変更前 変更後

（１）簗川ダムが完成したことによる更新



図表7-2堰堤門扉連絡系統図(P243～261)

【解説】

P261 変更前 変更後

（１）簗川ダムが完成したことによる更新



図表16-1　浸水想定区域指定・公表河川一覧(P333)

【解説】

P333 変更前 変更後

（１）洪水浸水想定区域の新規指定による更新
令和３年度中に岩崎川ほか２４河川の洪水浸水想定区域を新規指定したもの。
※想定最大規模の洪水浸水想定区域の指定は、平成29年12月に国、県、市町村で構成する大規模氾濫減災
協議会でとりまとめた「５カ年計画」により、令和３年度までに水位周知河川等に指定した44河川について行うこと
としていた。
※令和３年度中の指定により、予定していたすべての河川の洪水浸水想定区域について指定した。

※また、令和３年７月の水防法改正に伴い指定義務の対象河川が拡大したことにより、水位周知河川等
以外の河川（以下「その他河川」という。）である７河川についても令和３年度中に指定しており、こ
れにより同区域を指定済の県管理河川数は51河川となった。
※令和４年度以降も順次洪水浸水想定区域の指定を進めていく予定。


